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令和５年度 中小企業者等事業継続緊急支援金 ８/７～受付開始 

岩手県は新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少に加え、エネルギー類の価格高騰の影響を受けている

中小企業者の事業継続に向けて支援金を支給します。なお、前回の支援金（６月締切分）を受給した事業所も申請

できます。 

申 請 期 限  支 給 額 

令和 5 年 11 月 30 日 (木) 

※執行状況により締切を前倒しする場合があります 

 

 15 万円    7.5 万円 

申請は 1 事業者 1 回のみ 
 

支 給 要 件 

3 つの要件をいずれも満たしている必要があります 

 

 

【対象月】 

R5 年 4 月～９月 

のいずれか 1 ケ月の売上 

 

２０％以上減 

 

【基準月】 

H31 年 4 月～R1 年 9 月 
R2 年 4 月～９月 
R3 年 4 月～9 月 
R4 年 4 月～9 月 

のうち、【対象月】と同じ月の売上 

 

      

 

 

ア）①の【対象月】に 電気・ガス・ガソリン・灯油・軽油・重油 

のいずれかのエネルギーを事業として支払っていること 
※ア）のエネルギーの価格上昇は確認済のため、令和３年度のエネルギー単価の証明は不要 

イ）上記以外のエネルギー（水素、薪など）においては①の【対象月】で売上減少した月

と令和３年の同じ月に支払った単価と比較して増加していること 

 

    

 

 
申請時点において事業を営んでおり、今後も事業継続の意思があること 

 

    

中小企業者事業継続支援金の対象者、申請については次頁で☞ 

個人 法人等 

①  

売上減少 

② 

エネルギー価格の上

昇 

 
③ 

事業継続 

大 槌 商 工 会 
令 和 ５ 年 度 会 報 N o . 3 

上閉伊郡大槌町新町３８－１ 

ＴＥＬ：０１９３－４２－２５３６  

ＦＡＸ：０１９３－４２－３４２４ 

www.shokokai.com/otsuchi/ 
  

発行日 ： 令和 5年８月２日 

8/10 
（木） 

8/11 
（金） 

8/12 
（土） 

8/13 
（日） 

8/14 
（月） 

8/15 
（火） 

8/16 
（水） 

8/17 
（木） 

通
常
営
業 

祝
日 

山
の
日 

休
日 

休
日 

夏
季
休
業 

夏
季
休
業 

夏
季
休
業 

通
常
営
業 

   “おおつち産業まつり” 10/8 (日) に決定 

大槌商工会が主催する“おおつち産業まつり”。第25 回目の今年は「三陸コネクトフェスティバル2023」

と共催することになりました。 

らしお せ

 

http://www.shokokai.com/otsuchi/
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令和５年度 中小企業者等事業継続緊急支援金 対象者  対象とならない事業者 

県内に 

本店所在地がある法人・個人の場合は確定申告書に記載の住所がある 

中小企業者等 

 

●大企業及びみなし大企業  

●農林漁業収入を主とする事業者  

●政治団体又は宗教上の組織若しくは団体  

●その他支給基準を満たさない事業者 

  

大分類 中分類（又は小分類）  大分類 中分類（又は小分類） 

Ｃ 鉱業、採石業、砂

利採取業 

05 鉱業、採石業、砂利採取業 Ｉ 卸売業、小売業 50 各種商品卸売業 

51 繊維・衣服等卸売業 

52 飲食料品卸売業 

53 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 

54 機械器具卸売業 

55 その他の卸売業 

56 各種商品小売業 

57 織物・衣服・身の回り品小売業 

58 飲食料品小売業 

59 機械器具小売業 

60 その他の小売業 

61 無店舗小売業 

Ｄ 建設業 06 総合工事業 

07 職別工事業（設備工事業を除く） 

08 設備工事業 

Ｅ 製造業 09 食料品製造業 

10 飲料・たばこ・飼料製造業 

11 繊維工業 

12 木材・木製品製造業（家具を除く） 

13 家具・装備品製造業 

14 パルプ・紙・紙加工品製造業 

15 印刷・同関連業 

16 化学工業 

17 石油製品・石炭製品製造業 

18 プラスチック製品製造業 

（別掲を除く） 

19 ゴム製品製造業 

20 なめし革・同製品・毛皮製造業 

21 窯業・土石製品製造業 

22 鉄鋼業 

23 非鉄金属製造業 

24 金属製品製造業 

25 はん用機械器具製造業 

26 生産用機械器具製造業 

27 業務用機械器具製造業 

28 電子部品・デバイス・電子回路製

造業 

29 電気機械器具製造業 

30 情報通信機械器具製造業 

31 輸送用機械器具製造業 

32 その他の製造業 

Ｊ 金融業、保険業 

 
62 銀行業 

63 協同組織金融業 

64 貸金業、クレジットカード業等非

預金信用機関 

65 金融商品取引業、商品先物取引業 

66 補助的金融業等 

67 保険業 

（保険媒介代理業、保険サービス業を含む） 

Ｋ 不動産業、物品

賃貸業 

68 不動産取引業 

69 不動産賃貸業・管理業 

70 物品賃貸業 

Ｌ学術研究、専門・

技術サービス業 

71 学術・開発研究機関 

72 専門サービス業 

（他に分類されないもの） 

73 広告業 

74 技術サービス業 

（他に分類されないもの） 

Ｍ 宿泊業、飲食サ

ービス業 

75 宿泊業 

76 飲食店 

77 持ち帰り・配達飲食サービス業 F 電気・ガス・熱供

給・水道業 

33 電気業 

34 ガス業 

35 熱供給業 

36 水道業 

Ｎ 生活関連サービ

ス業、娯楽業 

78 洗濯・理容・美容・浴場業 

79 その他の生活関連サービス業 

80 娯楽業 

Ｇ 情報通信業 37 通信業 

38 放送業 

39 情報サービス業 

40 インターネット附随サービス業 

41 映像・音声・文字情報制作業 

Ｏ 教育、学習支援

業 

81 学校教育 

82 その他の教育，学習支援業 

Ｐ 医療、福祉 83 医療業 

84 保健衛生 

85 社会保険・社会福祉・介護事業 

Ｈ 運輸業、郵便業 42 鉄道業 

43 道路旅客運送業 

44 道路貨物運送業 

45 水運業 

46 航空運輸業 

47 倉庫業 

48 運輸に附帯するサービス業 

49 郵便業（信書便事業を含む） 

Ｑ 複合サービス事

業 

86 郵便局 

87 協同組合（他に分類されないもの） 

Ｒ サービス業【他に

分類されないもの】 

88 廃棄物処理業 

89 自動車整備業 

90 機械等修理業（別掲を除く) 

91 職業紹介・労働者派遣業 

92 その他の事業サービス業 

(931 経済団体)(932 労働団体) 

(933 学術・文化団体) 

(939 他に分類されない非営利的団体) 

95 その他のサービス業 

※総務省「日本標準産業分類(平成 21年 3月 23日告示第 175号(平成

25年 10月改定))」に基づく分類 

 

対象業種  複数の業種を営む事業者は売上が多い業種を主とする 
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令和５年度 中小企業者等事業継続緊急支援金 申請について 【募集要項】を確認し申請下さい 

 

申請に必要な主な書類 

法

人 

A 提出書類一覧表（法人用） A～D 

様式は提出する商工団体の窓口 

またはホームページで 

B 中小企業者等事業継続緊急支援金（令和 5 年度事業）申請書兼請求書 

C 支給要件確認表 

D 誓約書 ※代表者自署 

E 法人税確定申告書（別表一）の写し E～G 

募集要項Ｐ９参照 F 法人事業概況説明書（1、2 ページ）の写し 

G 売上減少要件を確認できる書類 

H エネルギー料金の支払いを確認できる書類 募集要項Ｐ２１、２２参照 

I 履歴事項全部証明書の写し（発効から３か月以内のもの） 

J 通帳の写し（表面、中１ページ目）ネット銀行の場合は金融機関名、口座番号、名義が分かるもの 

個

人 

A 提出書類一覧表（個人事業者用） A～D 

様式は提出する商工団体の窓口 

またはホームページで 

B 中小企業者等事業継続緊急支援金（令和 5 年度事業）申請書兼請求書 

C 支給要件確認表 

D 誓約書 ※本人自署 

E 所得税確定申告書（第一表）の写し E～G 

募集要項Ｐ９～参照 F 青色申告決算書(1，2 ページ) または 収支内訳書(1 ページ)の写し 

G 売上減少要件を確認できる書類 

H エネルギー料金の支払いを確認できる書類 募集要項Ｐ２１、２２参照 

I 本人確認書類（申請時に有効なもの） 

J 通帳の写し（表面、中１ページ目）ネット銀行の場合は金融機関名、口座番号、名義が分かるもの 

 

 

【法人】本店所在地にある商工会または商工会議所 

【個人】確定申告書に記載している住所にある商工会または商工会議所 

大槌町に本店がある法人、確定申告書記載の住所が大槌町の個人 → 大槌商工会へ 

※申請書は必ず提出先
・ ・ ・

の商工会または商工会議所から入手すること 

 

 

相談窓口 ☏ 019-653-3595 （土日祝日除く 9：30～17：00） 

（中小企業者等事業継続緊急支援金事務局） 

ホームページ：https://iwate-shien-r5.com 

大槌商工会で申請サポートを希望する方は事前連絡のうえ来会ください 

大槌商工会 ☏ 0193-42-2536 

大槌商工会 HP  中小企業者等事業継続緊急支援金に関するお知らせ 

 
 

提 

出 

先 
 

 

問 

合 

せ 
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イ ン ボ イ ス 
制 

度 

Ｒ５年 

１０月 

導  入 
対策セミナー(無料) 

       『インボイス制度の概要と対策』 

         【講師】蒼
あお

馬
ば

税理士法人 代表社員 税理士 池 頭
いけがしら

 邦之
くにゆき

 氏 

【主な内容】 

◎ 消費税の基本的な仕組み 

◎ 適格請求書等保存方式(インボイス制度)の概要 

◎ 売手の留意点 (適格請求書発行事業者の義務等) 

◎ 買手の留意点（仕入税額控除の要件） 

◎ 税額計算の方法等 

◎ 登録申請手続き 

【定 員】３０名 オンライン受講（ZOOM）も可 

【問い合わせ先】大槌商工会 ☏0193-42-2536 

詳細は大槌商工会 HP で   

 

8/8(火) 13:30～15:30 
場所：大槌商工会 

（オンライン） 

      『インボイス制度の実務と電子帳簿保存法対策』 

           【講師】中島典子税理士事務所 代表 税理士 中島
なかじま

 典子
の り こ

 氏 

【主な内容】 

◎ インボイス制度と電子帳簿保存法 

●改正のポイント ●現場への影響 他 

◎ 課題と対策 

●インボイス制度・電子帳簿保存法の課題と対策 他 

◎ 請求書の電子化から始める「DX」 

●請求書の電子化とは ●「DX」による業務 他 

【定 員】３０名 オンライン受講（ZOOM）も可 

【問い合わせ先】大槌商工会 ☏0193-42-2536 

詳細は大槌商工会 HP で  

 

8/25(金) 13:30～15:30 
場所：大槌商工会 

（オンライン）    

不特定多数を取引先とする場合は、受領者の氏名または

名称の記載を省略した                 

を発行することができます。 

                    適格請求書発行事業者に登録されると、税務署からインボイスの登録

番号を記載した「登録通知」（書面又は電子データ）が送付されます。この『Ｔ』から始まる登録番号を請求書や納

品書などに記載しなければ、適格請求書として認められません。 

適格請求書に記載が必要な項目 

受領者の氏名 
または名称 

取引年月日 

取引内容 

適用税率 

適用税率 
ごとの 
消費税率 

インボイス 
登録番号 

発行者の氏名 
または名称 

軽減税率 
適用の表示 

取引金額 

適用税率ごとの 
合計額 

適用税率ごとの合計額は税込・税抜 
どちらでも可 

適格簡易請求書(簡易インボイス) 

発行者の氏名 
または名称 

インボイス 
登録番号 

受領者の氏名 
または名称は 

省略可 

小売業の例 

タクシー業の例 

取引年月日 

取引内容・金額 

適用税率ごとの 
合計額 

①適用税率 

②適用税率 
ごとの 

消費税率 

どちらかだけで可 

発行者の氏名 
または名称 

取引内容・金額 

取引年月日 

適用税率 

インボイス登録番号 

適格簡易請求書（簡易インボイス）例 
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県下商工会は 6 月から会員限定の無料

アプリによる情報発信を始めました。 

大槌商工会ではアプリのダウンロー

ドや登録方法が分からない方のため

に、右の日程で操作サポートを行いま

す。（予約不要・無料） 

 

 

 

8 月 8 日・25 日 会員限定アプリ 登録サポート  

アプリ登録方法 

3 4 

2 1 

大槌商工会 
〒028-1111 上閉伊郡大槌町新町 38-1 

TEL   0193-42-2536 

URL  https://www.shokokai.com/otsuchi/ 

大槌商工会 

株式会社〇〇 

35XXXX 

35XXXX 

アプリを下の QR コード

からダウンロード 

事業所 ID とパスワード

を入力 

ユーザー名・メールアド

レス・パスワードを入力 

③で入力したメールア

ドレスの認証メールを

確認 

〇 国や自治体などによる補助金や助成金、支援金など

の募集 

〇 融資制度や資金調達支援といった施策情報 

〇 セミナー、相談会の案内 

〇 催事や商談会、イベントなどの情報 

〇 経営事例の紹介 

〇 アンケート調査 など 

アプリで配信される主な内容 

 

 

【場 所】 大槌商工会 

【日 時】 R5. 8 月 8 日(火)  /  8 月 25 日(金) 

9 時～11 時 30 分・15 時 30 分～17 時 

【持ち物】 スマートフォンまたはタブレット 

ログイン用事業所情報 

公式アプリ 登録サポート 
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初出店 

今年で 5年目 
約 100名が参加 

商工会の日 
清掃奉仕事業 

 

 

 

 

 

 

  

地
域
交
流
の
輪
を
広
げ
、

社
会
の
活
性
化
を
目
的
と
し

た
花
苗
の
植
栽
活
動 

『
大
槌

駅
か
ら
始
ま
る
花
い
っ
ぱ
い
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
活
動
』
は
、
今
年
で
５

年
目
に
な
り
ま
し
た
。 

こ
の
活
動
は
大
槌
商
工
会

女
性
部
が
同
会
青
年
部
と
新

お
お
つ
ち
漁
業
協
同
組
合
女
性

部
と
連
携
し
て
、
大
槌
町
「
地

域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
推
進
助

成
金
」
「
地
域
活
動
報
奨
金
制

度
」
を
利
用
し
、
毎
年
春
と
秋

に
町
の
玄
関
口
で
あ
る
“
大
槌

駅
”や
町
方
の
公
園
を
中
心
に
、

町
内
を
花
で
飾
り
ま
す
。 

９
回
目
の
活
動
と
な
る
今
回

は
、
２
５
団
体
か
ら
約
１
０
０
名

が
集
ま
り
、
新
し
く
ベ
ゴ
ニ
ア
を

植
え
ま
し
た
。 

吉里吉里海水浴場 
清掃活動 

全
国
商
工
会
青
年
部
連
合
会
は
、「
青

年
部
と
地
域
と
の
絆
」
「
全
国
の
青
年
部
間

の
絆
」
に
対
し
て
、
再
認
識
と
感
謝
の
機
会

を
設
け
る
と
と
も
に
、
そ
の
「
絆
」
を
さ
ら
に

強
化
し
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
し
た
清
掃

奉
仕
事
業
等
を
、
六
月
十
日
の
「
商
工
会
の

日
」
の
前
後
に
行
う
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。 

大
槌
商
工
会
青
年
部
は
「
商
工
会
の
日
」

目
前
の
こ
の
日
、吉
里
吉
里
海
水
浴
場
の
清

掃
活
動
を
実
施
。早
朝
に
も
か
か
わ
ら
ず
半

数
以
上
の
部
員
が
参
加
し
ま
し
た
。 

海
づ
く
り
記
念
公
園

（
安
渡
）
で
開
催
し
た

『
第
３
回
岩
手
大
槌
サ
ー

モ
ン
祭
り
』
に
初
参
加
。  

青
年
部
は
“
焼
き
鳥
”

を
、
女
性
部
は
“
じ
ゃ
が
バ

タ
ー
”を
販
売
し
ま
し
た
。 
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県下商工会の 
青年部と交流 

大槌開催誘致 
準備中！ 

 

 

 

 

  

い
す
１
Ｇ
Ｐ
（
イ
ス
ワ
ン

グ
ラ
ン
プ
リ
）
奥
州
え
さ
し

大
会
に
大
槌
商
工
会
青
年

部
が
初
参
戦
し
ま
し
た
。 

炎
天
下
と
い
う
最
悪
の
コ

ン
デ
ィ
シ
ョ
ン
の
中
、
部
員
３

名
が
２
時
間
奮
闘
し
、
２
８

チ
ー
ム
中
１
９
位
の
結
果
を

収
め
ま
し
た
。 

青
年
部
と
し
て
は
今
後

大
槌
開
催
誘
致
に
向
け
、
準

備
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。 

山
田
町
で
二
日
間
に
か
け

て
行
わ
れ
た
岩
手
県
商
工
会
青
年

部
リ
ー
ダ
ー
研
修
会
に
、
大
槌
商

工
会
青
年
部
は
総
勢
９
名
で
参

加
。 夜

は
お
し
ゃ
っ
ち
多
目
的
ホ
ー
ル

に
お
い
て
、
大
槌
宿
泊
者
な
ど
他
の

商
工
会
青
年
部
員
約
３
０
名
と
情

報
交
換
会
を
行
い
、
絆
を
深
め
ま

し
た
。 

7/6 -7 

岩手県商工会女性部連合会は公益財団法人ジョイセフの母

子支援活動に役立ててもらうため、「書き損じ葉書」と「未使用

葉書」の収集ボランティアを行っています。みなさまのご協力よ

ろしくお願いいたします。 

【収集対象】 

① 未使用の郵便はがき 

（通常はがき、往復はがき、お年玉付き年賀はがき、 

かもめ～るなど） 

② 書き損じた郵便はがき（未投函のもの） 

【収集期間】  

令和 5年１１月 30日(木)まで 

【回収場所】 大槌商工会 

今期より青年部長に就任した“兼
か ね

澤
さ わ

 幸男
ゆ き お

”です。 

青年部で活発に活動し、地域に貢献する団体として

認められる存在を目指します。 

同時に岩手県商工会青年部連合会の副会長に就

任しました。活動を通じて、全国の青年部員との絆を深

め、大槌町の関係人口の拡大にも貢献していきます。 

活動に賛同する仲間を増やしていきたいと考えてい

ますので是非青年部へ。 
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